
 

 

 

 

 

  

 

 

＜ 背 景 ＞ 

ギャンブル等依存症は、自身に病識がない方が多く、ギャンブル等にのめり込む自身をコントロ

ール出来なくなり、多重債務を招くだけでなく、自殺や犯罪等にもつながるなど、日常生活や社会

生活に深刻な問題を生じさせることに加え、本人のみならず家族等に対しても深刻な影響を招く場

合があることから、重大な社会問題となっております。 

このような背景のもと、国は、ギャンブル等依存症対策の基本理念を定め、国、地方公共団体等

の責務を明らかにするとともに、国民の健全な生活の確保を図り、国民が安心して暮らすことので

きる社会の実現に向けて、平成30年10月に「ギャンブル等依存症対策基本法」を施行し、ギャン

ブル等依存症対策を総合的かつ計画的に実施するため、平成31年4月には「ギャンブル等依存症対

策推進基本計画」を策定しました。また、令和4年3月には当該基本計画を変更した新たな「ギャ

ンブル等依存症対策推進基本計画」を策定し、様々な対策が取り組まれてきています。 

 

＜ 和歌山県版の計画策定 ＞ 

本県においても、基本法の基本理念や基本計画（第2期）に基づき、ギャンブル等依存症対策を

総合的かつ計画的に推進していくため、本県の実情に即した和歌山県版の「第2期 和歌山県ギャン

ブル等依存症対策推進計画」を、令和5年4月に策定しました。 

この推進計画に基づき、総合的なギャンブル等依存症対策を実施し、県民の方々の健全な生活の

確保を図るとともに、誰もが安心して暮らすことのできる社会の実現を目指し、様々な取組を行っ

ていきます。 

なお、本推進計画の概要は別添のとおりであり、概要及び本文については、県障害福祉課ホーム

ページ（下記）において公開しています。 

【 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/gamble-2ndplan.html 】 

 

 主な取組・目標  

【予防教育・普及啓発：若年層に対する正しい知識や予防啓発、相談窓口の周知】 

 ○ 若年層への依存症予防教育、理解を深めるための普及啓発 

【相談・治療・回復支援：相談、治療及び回復支援に至る切れ目のない支援体制を整備】 

 ○ 相談支援体制の強化、専門的に対応できる医療従事者の養成、依存症専門医療機関の充実、 

   自助グループの育成・自助グループの活動支援の充実 

【連携協力体制の構築：アルコール、薬物及びギャンブル等依存症に係る関係機関での連携】 

 ○ 行政や医療、福祉、司法などの関係機関の密接な連携 
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